
家族の代わり屋さん　家族の代わり屋さん　

＜お問い合わせ先＞

〒333-0866 (関東拠点)

埼玉県川口市芝5097-2-211

〒370-0602 (北関東拠点)

群馬県邑楽郡邑楽町明野12-8

一般社団法人CROSS POINT　担当　半田・中村

電話：0276-47-4247　FAX：0276-47-4267
携帯：080-1213-0478・080-3411-1215
HP：https://cp-olive.net/

メール：cross-point@twatwa.ne.jp

・緊急で入院となり、通帳等ご自宅においてきた・自宅の鍵を開けっぱなしにしてきてし

まった・病院代の支払いが出来ない・介護施設利用料金の支払いが出来ない・自宅のラ

イフラインを止めたい・電気代、水道代、ガス代、新聞代等支払いが気になる・ご家族が

遠方にいてかけつけられない・身元保証人（キーパーソン）がいない・介護施設を見つけ

てほしい・外部在宅サービス等の相談をしたい・ご自宅を売却してほしい・家財処分して

ほしい・アパートを解約してほしい・ご自宅に一緒に行ってほしい・ポストの郵便物が気に

なる・庭木の状態が気になる・体調急変の可能性があり葬儀会社を探してほしい・終活し

ておきたい・退院してからの通院が気になる・緊急入院の時にどうすればよいのか悩ん

でいる・たまには外に連れ出してほしい・元気なうちに旅行に行きたい

＜　下記のようなお悩みを持った方へのサポートです＞



ご契約者にかかわらず、ご葬儀がお決まりでない方、ぜひご紹介ください。
業務提携している葬儀会社より、様々なプランがお安くご提案可能です。

①身元保証①身元保証
・施設入居時の身元保証
・入院時の身元保証
・施設入居時の契約代行
・施設への転居に伴う家財処分
・SW(病院)、CW(行政)、介護施

設、ケアマネなどとの連携

②金銭管理②金銭管理 ③死後事務③死後事務
・通帳等管理
・出納帳管理
・各種支払い代行
・債務管理(分割支払調整等)
・収入申告代行(生活保護者)
※契約者ご本人様もしくは施設様や

行政から依頼された場合に限ります。

・死亡時身元引取り
・火葬、納骨、埋葬(永代供養)
・相続財産管理人選任申立て
・死後支払い代行
・家財処分
・ご家族のお骨引取り(ご生前)
・事前葬儀相談

＜金銭管理ありの場合＞管理費　5,000円/月(生活保護)　　１０,０００円/月(一般)　

基本料金　※契約金はかかりません！！！基本料金　※契約金はかかりません！！！

＜ ↓↓　基本セットの他にオプションでできること　 ↓↓＞
●生活保護申請サポート ●保険証関係手続き

●難病手帳更新
●年金申請

●金融機関関連業務

●転出入手続き ●障がい者手帳更新

●入居時、入院時買い物サポート

●法廷後見制度利用申請手続き(任意）

※オプション料金につきましてはお問合せください

●通院同行

●通院代行 ●公証人役場手続き

●買い物代行 ●転居届、住所地設定

●不動産解約手続き

●入居前、入院前面談
●旅行付き添い

●納骨立会

●入院手続き

＜金銭管理なしの場合＞管理費　3,000円/月(生活保護)　　5,000円/月(一般)　


